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(2) 農業・農村整備

① ほ場整備事業

着 工 又 は

面 積 完 了 年 度 整備状況

施 設 名 所 在 区 分 備 考

（ha） 着工 完了

県営ほ場整備事業 南足柄市千津島 94.3 3 13 済

（一般） 開成町吉田島 他

農村振興総合整備事業 小田原市上曽我 33.0 5 14 済

県営ほ場整備事業 伊勢原市小稲葉、他 139.0 10 未 12％

（担い手）

県営ほ場整備事業 三浦市三戸、小網代 38.0 11 未

（集落基盤）

農村振興総合整備事業 茅ヶ崎市赤羽根 15.5 13 未 82％

注 1)10ha以上の土地改良法により行うほ場整備事業を記載した。

2)「整備状況区分」は次による。

済：整備済（平成12年度以降に事業完了したもの）

未：未整備（工事中又は計画のあるもの）

なお、「未」の場合については事業進捗率を付記した。
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② 農用地造成事業

着 工 又 は

面 積 完 了 年 度 整備状況

事 業 名 所 在 区 分 備 考

（ha） 着工 完了

団体営土地改良事業 三浦市三崎町 17.0 2 未 61％

（農地開発）

団体営土地改良事業 三浦市南下浦町 13.9 8 15 済

（農地開発）

注 1)10ha以上の土地改良法により行う農用地造成事業を記載した。

2)「整備状況区分」は次による。

済：整備済（平成12年度以降に事業完了したもの）

未：未整備（工事中又は計画のあるもの）

なお、「未」の場合については事業進捗率を付記した。
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③ 農村工業導入事業

事 業 名 所 在 面積（ha） 計画決定 整備状況

年 度 区 分 備 考

平山地区工業用地等造 山北町平山地区 6.0 15 未 導入率 0％

成事業

注 1)農村地域工業等導入促進法第5条第2項第1号の工業導入地区を記載した。

（平成12年度以降整備済となったもの、工事中のもの又は確定した計画のあるものすべて）

2)「整備状況」は、次による。「未」の場合については導入率を付記した。

済：整備済（すでに工業導入の図られたもの）

未：未整備（一部工業導入の図られたもの、導入決定がされたもの、未導入のもの）


